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１．趣旨  

学校における体育活動は、生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現す

るための基礎となるものであり、体力向上、健康増進、競争心や協調、他

を尊重する精神の涵養、人間関係の形成など様々な面で意義、効果を有す

る。  

一方で、毎年報告される死亡等の重大事故の発生など様々な課題も抱え

ており、効果的な体育活動の実現に向け早急に取り組むが必要である。  

このため、体育活動中の事故防止などの様々な課題に対応し、安全でよ

り効果的な体育活動を実施するための取組を推進する。  

 

２．委託事業の内容  

 全国的な体育活動中における事故防止の意識啓発、関係の取組の充実を図

ることを目的として、近年発生した全国的な重大な事故事例（死亡、重篤な

障害が残るもの、数多く発生している事故等）の発生の背景や要因、再発防

止のために共通的に留意すべき点や方策について、医療関係者、大学、スポー

ツ関係者等と連携して把握・分析を行う。  

  全国的な事故事例、事故防止に関する最新の知見の成果等を教育委員会、

学校、大学、スポーツ関係団体等の関係者が情報共有し、各自に必要な取組

や相互連携等について研究協議等を行う協議会を全国各地で開催する。  

 

３．事業の委託先  

テーマに係る取組実績を有し、調査研究機能を持つ法人格を有する団体

（大学、独立行政法人、民間研究機関等）  

 

４．委託期間  

  委託を受けた日から同年度の事業が終了する日までとする。（ただし年

度をまたぐことはできない。）  

 

５．委託手続  

（１）委託先が事業の委託を受けようとするときは、公募要領に定める企

画提案書等をスポーツ庁に提出すること。  

（２）スポーツ庁は、選定の結果、契約予定者となった者と上記により提

出された企画提案書等の内容を基に契約条件を調整するものとする。 



（３）契約予定者が事業の委託を受けようとするときは、事業計画書に必

要書類を添付し、文部科学省に提出すること。  

契約金額については、事業計画書の内容を勘案して決定するものと

するので、契約予定者の提示する金額と必ずしも一致するものではな

い。また、契約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合

がある。  

 

６．委託経費  

（１）スポーツ庁は、事業の規模・内容等を勘案し、予算の範囲内で業務

に要する経費（諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、消耗品費、

会議費、賃金、保険料、通信運搬費、雑役務費、消費税相当額、再委

託費、一般管理費）を委託費として支出する。  

   なお、支出できる経費は、契約期間内に使用した対象経費に限る。 

（２）スポーツ庁は、委託先が本契約の定めに違反したり、委託業務の遂

行が困難であると認めたときは、契約の解除や経費の全体または一部

について返還を命じることができる。  

 

７．事業完了の報告等  

（１）委託先は、事業が完了したとき（契約を解除したときを含む）は、

委託事業完了（廃止・中止）報告書及び委託経費決算書を作成し、終

了した日から１０日を経過した日、または３月末日のいずれか早い日

までに、支出を証する書類の写しとともにスポーツ庁に提出しなけれ

ばならない。  

（２）本事業の実施に伴い作成した成果物（事業概要・説明資料、冊子、

パンフレット及び指導参考資料等）を、事業完了（廃止・中止）報告

書に添えて提出すること（紙媒体及び電子媒体）。  

 

８．委託費の額の確定  

（１）スポーツ庁は、上記７により提出された委託事業完了（廃止・中止）

報告書及び委託経費決算書について調査及び必要に応じて現地調査

を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、

委託先へ通知するものとする。  

（２）上記（１）の確定額は、業務に要した決算額と委託契約額のいずれ

か低い額とする。  

 

９．その他  

 （１）委託先は、実証研究を行うに当たって、学習段階や個人差を踏まえ

て段階的な指導を行うなど、児童生徒の安全の確保に十分留意すると



ともに、効率的な実施に努めること。  

 （２）委託先は、事業の実施に当たり実際に教員や子供とともに指導等を

行う場合は傷害保険等に加入し、安全確保に万全を期すこと。  

 （３）委託先は、研究テーマに沿った評価指標を設定するように努めるこ

と。  

（４）スポーツ庁は、委託先における業務の実施が当該趣旨に反すると認

められるときには、必要な是正措置を講ずるよう求める。  

（５）スポーツ庁は、委託業務の実施に当たり、指導・助言を行うととも

に、その効果的な運営を図るため協力する。  

（６）スポーツ庁は、必要に応じ、本委託業務の実施状況及び経費処理状

況について、実態調査を行うことができる。  

（７）委託先は、委託業務の遂行によって知り得た事項についてはその秘

密を保持しなければならない。  

（８）この要項に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項に

ついては、別途定める。  

 


